
ひらたＣＡＴＶ株式会社契約約款 

 

 ひらたＣＡＴＶ株式会社（以下「ひらたＣＡＴＶ」という。）とひらたＣＡＴＶが行うサービスの

提供を受ける者（以下「加入者」という。）との間に締結する契約（以下「加入契約」という。）は、

以下の条項によります。 

 

（ひらたＣＡＴＶの提供するサービス） 

第１条 ひらたＣＡＴＶは業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。 

   (1) ひらたＣＡＴＶが受信可能なテレビジョンおよびＦＭ放送の有線による同時再放送す

るサービス。 

   (2) テレビジョン放送の自主放送番組を有線により放送するサービス。 

   (3) 上記事業に付帯するサービス業務。 

 

（契約の単位） 

第２条 加入契約は、第６条５項に定める一世帯または１事業所について加入者引込線１回線毎に

行います。 

２．有料チャンネル契約は、セットトップボックス（以下「ＳＴＢ」という。）一台ごとに行

います。 

 

（契約の成立及び条件） 

第３条 加入契約は、加入申込者があらかじめこの規約を承認のうえ、別に定める加入申込書

に必要な事項を記載して申し込み、ひらたＣＡＴＶがこれを承諾したときに成立しま

す。 

ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことが

あります。 

(1) 加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められ

る場合 

(2) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合 

(3) 本施設の構築が困難であると判断される場合 

(4) 加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合 

  ２．ひらたＣＡＴＶ、加入者の両者は、契約成立後、原則６ヶ月以内にサービスの提供を受け

ることができるようにすること。 

 

（業務区域の掲示・閲覧） 

第４条 ひらたＣＡＴＶは、その業務区域について、ひらたＣＡＴＶの事務所もしくはひらたＣＡ

ＴＶの指定する業者の事務所およびホームページに掲示し、または、閲覧に供します。 

 

（契約の有効期限） 

第５条 契約の有効期限は、契約成立日から１年間とします。ただし、契約期間満了の１０日前ま

でにひらたＣＡＴＶ、加入者いずれからも当社所定の書式による文書（以下文書という）

により何等の意思表示もない場合には、引き続き、１年間の期間をもって更新するものと

し、以後も同様とします。 

なお、集合共同引込の建物内の加入の場合は、建物基本契約が解約になったときには、

第１９条第１項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。 

 

（加入時の設置負担金） 

第６条 加入者は一契約について別表料金表に定める設置負担金をひらたＣＡＴＶに支払うものと

します。 

  ２．サービス開始以前に予約募集期間を設け、加入契約料の特別割引を行うことがあります。 

３．一引込で同一世帯に２つ以上の受信機がある場合は、加入者は上記設置負担金を支払い、

１つの受信機以外の受信機については、設置負担金を必要としません。（有料放送は別途

とします。） 

４．アパート・マンション及び共聴受信施設等、特別な施設で加入する場合には、別途としま

す。 

  ５．この規約に定める同一世帯とは、同一の住民及び生計を共にする者の集まりまたは独立し

て住居もしくは生計を維持する単身者をいいます。 

  ６．支払われた設置負担金は、次の場合においてそれぞれ定める金額を返戻します。 

(1) 加入契約成立の日からひらたＣＡＴＶのサービスの提供が開始される日までに、天

災地変等の非常災害により、加入者から解約の申し出があった場合は支払われた設

置負担金の全額。 

(2) 加入契約成立の日からひらたＣＡＴＶのサービスの提供が開始される日までの間に

転居その他の事由により加入者からの解約の申し出があった場合において、施設の

設置工事着手後のときは、支払われた設置負担金から実費を差し引いた額。 

 

（利 用 料） 

第７条 加入者はひらたＣＡＴＶのサービス提供を受け始めた日の属する翌月分から、この加入規

約の解約を申し出た日の属する月分まで、加入契約ごとに別表料金表に定める基本利用料

を前納でひらたＣＡＴＶに支払うものとします。 

  ２．多チャンネルの視聴を希望する加入者は別表料金表に定める多チャンネル利用料及び希望

した有料チャンネルの有料放送利用料を支払うものとします。 

   

３．全ての加入者は、別表料金表に定める基本利用料を支払うものとし、ＳＴＢ取り付けによ

り視聴可能なチャンネルのみのサービスを受けることはできません。 

４．アパート・マンション及び共聴受信設備等、特別な施設で加入する場合には別途とします。 

  ５．落雷等、やむを得ない事由によりひらたＣＡＴＶが、第１条に定めるサービスの提供が出

来なかった場合、原則として、利用料の減額、または返却は行わないものとします。 

  ６．社会、経済情勢の変化に伴い、利用料を改定することがあります。その場合、前納額を支

払った加入者の未経過期間についてはこれを据え置くこととします。 

  ７．ひらたＣＡＴＶが設定した利用料にはＮＨＫが定める全ての受信料及び有料放送事業者で

直接加入者との契約を有するものの視聴料は含まれておりません。 

    

（減免処置） 

第８条 ひらたＣＡＴＶが特に必要と認めた者に対して、別途加入料、利用料の減免処置を行う場

合があります。 

 

（加入時の設置負担金・利用料の支払い方法） 

第９条 加入時の設置負担金・利用料の支払いはひらたＣＡＴＶと加入者の合意の上、原則として

金融機関の自動振替によるものとします。この場合、金融機関の預貯金口座振替依頼書に

よるものとします。また、指定された月日に入金のない場合、別表料金表に定める手数料

を加算して支払うものとします。 

 

（ひらたＣＡＴＶの責任及び免責事項） 

第１０条 ひらたＣＡＴＶの保守責任範囲は、次の通りとします。 

            光電変換装置、およびその電源供給器。     

  ２．ひらたＣＡＴＶのサービス提供を受けることについて、加入者の施設（光電変換装置の出

力端子から加入者の受信機の入力端子までの施設をいいます。以下同じ。）および受信機等

に起因する事故を生じた場合があっても、ひらたＣＡＴＶはその責任を負わないものとし

ます。 

  ３．天災地変その他不可抗力によって事故が生じた場合、ひらたＣＡＴＶはそれによる損失利

益及びこれにかかる費用等、その責任を負わないものとします。 

  ４．加入者は、故意又は過失によりひらたＣＡＴＶの施設に障害・故障をもたらした場合は、

その施設の修復に要する費用を負担するものとします。 

  ５．ひらたＣＡＴＶは事情によりサービス内容及び放送内容の変更を行う場合があります。尚、

変更によって起こる損害賠償には応じません。 

 

（施設の設置及び費用の負担） 

第１１条 ひらたＣＡＴＶのサービスを提供するために必要とする施設の設置工事は、全てひらたＣ

ＡＴＶまたはひらたＣＡＴＶが指定する業者が行います。 

  ２．ひらたＣＡＴＶはひらたＣＡＴＶの施設（主幹施設から引込端子まで）の設置に要する費

用を負担します。又加入者は、引込線（ひらたＣＡＴＶの施設から分岐して、加入者が所

有し、もしくは占用する家屋または構築物の取入口の光電交換装置までの施設）の設置に

要する費用を負担し、その施設はひらたＣＡＴＶが管理します。 

  ３．加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担し、その施設を所有します。 

  ４．引込端子から光電変換装置に至る迄に、自営柱・地下埋設・配管・コンクリート建造物等

の貫通等特殊工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担し、その施設を所有しま

す。 

  ５．加入者は、ひらたＣＡＴＶのサービスを提供するために必要とする施設と、加入者の受信

機以外の施設とを相互に接続することはできません。 

 

（施設設置場所の無償使用） 

第１２条 ひらたＣＡＴＶは、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有し、もしく

は占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用させていただきます。 

  ２．加入者は、ひらたＣＡＴＶ及び加入者の施設の設置について、あらかじめ地主・家主その

他利害関係人の承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。 

 

（便宜の提供） 

第１３条 加入者は、ひらたＣＡＴＶまたはひらたＣＡＴＶの指定する業者が施設の検査、修理を行

なうため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、こ

れに便宜を提供するものとします。 

 

（故障及び保守） 

第１４条 ひらたＣＡＴＶまたはひらたＣＡＴＶの指定する業者は、加入者からひらたＣＡＴＶの提

供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し

必要な措置を講ずるものとします。 

  ２．加入者は、ひらたＣＡＴＶの提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者

の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。 

  ３．加入者は、ひらたＣＡＴＶが施設の維持管理の必要上ひらたＣＡＴＶのサービスの提供が

一時的に停止することがあることを承認するものとします。 

 

（一時休止及び再開等） 

第１５条 加入者は、ひらたＣＡＴＶのサービスの利用を一時休止またはその再開を希望する場合は、

直ちにひらたＣＡＴＶにその旨を申し出るものとします。 

この場合、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月まで

の期間の利用料は、第７条の規定にかかわらず無料とします。 

２．加入者は前の規定によるひらたＣＡＴＶのサービスの提供の一時休止又は、再開を希望

する場合は、一つの引き込みごと一件につき別表料金表に定める手数料をひらたＣＡＴ

Ｖに支払うものとします。 

３．休止期間は最長１年とし、これを超える場合には契約を自動的に解除されるものとしま

す。 

 

（設置場所の変更等） 

第１６条 加入者は、次の場合に限り受信機の位置を変更することができます。 

(1) 同一敷地内 

(2) 同一敷地外では、変更先がひらたＣＡＴＶの業務区域内であり、かつ最寄りの引込線

端末に余裕が有る場合。 

２．前１項の規定により、移設、増改築等、加入者の都合による引込線の移動が生じる場合

については、加入者が別表料金表に定める設置場所変更工事負担金をひらたＣＡＴＶに

支払うものとします。 

 

（名義変更） 

第１７条 次の場合において加入者の異動を生じるときは、ひらたＣＡＴＶのサービスの提供を受け

ることについて旧加入者の名義を変更できるものとします。 

(1) 相続または法人合併の場合。 

(2) 新加入者が、加入規約に定める旧加入者の同意を得て、かつひらたＣＡＴＶがこれを

認めた場合。 

２．前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は別表料金表に定める手数

料をそえてひらたＣＡＴＶに申し出るものとします。 

 

（加入申込記載事項の変更） 

第１８条 加入者は加入申込記載のサービス内容の変更を希望する場合には、別途ひらたＣＡＴＶが

指定する方法によってひらたＣＡＴＶに申し出るものとします。申し出があった場合、ひ

らたＣＡＴＶは速やかに変更された契約内容に基づきサービスを提供します。 

２．前項の他、加入申込書に記載された事項について変更がある場合には、加入者は文章に

てひらたＣＡＴＶに申し出るものとします。 

 

（加入契約の解約） 

第１９条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は直ちにひらたＣＡＴＶにその旨を申し出る

ものとします。 

  ２．加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とする。ただし、天災地変等非常災害に

より前項の申し出をすることができなかった場合は、当該非常災害の日とすることがあり

ます。 

  ３．加入契約の解約の場合、支払われた加入料は第６条第６項に定める場合を除き返戻しない

ものとします。 

  ４．ひらたＣＡＴＶは、加入契約が解約された場合、加入者引込線及び端末設備を撤去します。

ただし、撤去に伴い加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物施設等に復旧を要

した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。 

  ５．第４項の場合に第１１条第１項、第４項、第１３条の規定を通用するものとします。 

 

（利用料の精算） 

第２０条 加入契約が解約になった場合において、１ヶ月未満の日割返済はいたしません。 

   

（加入者の禁止事項等） 

第２１条 加入者が、無断で設備の改変や増設をしたことによってひらたＣＡＴＶまたは他の加入者

に受信障害など不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとしま

す。 

  ２．ひらたＣＡＴＶが提供する内容をひらたＣＡＴＶの承諾なしに営業目的に使用したり、複

製その他の方法で第三者に提供することを禁じます。 

  ３．営業目的等のためにひらたＣＡＴＶのサービスの提供を受ける場合、ひらたＣＡＴＶが保

有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することがあります。 

  ４．その他ひらたＣＡＴＶまたは他の加入者の不利益になる行為を禁じます。 

 

（加入者の義務違反による停止及び解除） 

第２２条 ひらたＣＡＴＶは、加入者にこの加入規約に違反する行為があったと判断するときは、当

該加入者に催告の上、サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除できるものとし

ます。当該加入者の不在などで、催告が不可能な場合にも同じとします。 

  ２．前項により加入契約を解除された加入者は、加入者の有する権利を失い、第６条第６項に

定める加入料の返戻はありません。 

  ３．加入者が、ひらたＣＡＴＶが判断する義務違反による停止及び解除から復旧を希望する場

合は、ひらたＣＡＴＶがその復旧を認めた上で、復旧するのにかかる費用は当該加入者の

負担として復旧するものとします。 

  ４．第１項、第２項の場合に第１１条第１項、第４項、第１３条の規定を通用するものとしま

す。 

 

（不正視聴） 

第２３条 ひらたＣＡＴＶとの間に加入契約を成立させることなく、ひらたＣＡＴＶの設備を使用し



ている者は、これを盗視聴者として次の損害賠償を請求するものとします。 

(1) 設備に損傷を生じさせている場合はその復旧に要する全費用。 

(2) 権利損害金としてひらたＣＡＴＶが盗視聴者の受信機が設置されている地域に設備を

設置してサービスを開始した日より不正視聴をひらたＣＡＴＶにおいて確認したとき

に至るまでの利用料及び加入時の設置負担金。 

 

（請求書、領収証の省略） 

第２４条 加入料、利用料その他金融機関の自動振替によるお支払いについては、原則として加入者

への請求書、領収証は発行しないものとします。 

 

 

（加入者個人情報の取扱い） 

第２５条 当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号、個人情報の保護に関する基本方針（平成１６年４月２日閣議決定）、及び放

送受信者等の個人情報の保護に関する指針（平成１６年８月３１日総務省告示第６９６号。

以下「指針」という）に基づくほか、当社が指針第２８条に基づいて定める基本方針（以

下「宣言書」という）及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。 

２．当社の宣言書には、当社が所有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報

により識別される特定の個人（以下「本人」という）が当社に対して行う各種求めに関

する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを宣言

書に掲載された窓口掲示板及びホームページにおいて公表します。 

３． 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、

保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つように努めます。 

 

（加入者個人情報の利用目的等） 

第２６条 当社は、第１条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報

を取り扱います。 

(1) サービス契約の締結 

(2) サービス料金の請求 

(3) サービスに関する情報の提供 

(4) サービスの向上を目的とした視聴者調査 

(5) 受信装置の設置及びアフターサービス 

(6) サービスの視聴状況等に関する各種統計処理 

(7) サービスの提供に関連しての第三者への提供（第三項に該当する場合に限る）。 

２．当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定

する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

３．当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供す

ることはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。 

(1) 本人が書面等により同意した場合 

(2) 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件とし

て、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る

状態においたとき 

ア 第三者への提供を利用目的とすること 

イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目 

ウ 第三者への提供の手段又は方法 

エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること 

(3) 第２７条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合 

(4) 第２８条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合 

４． 当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、別表５のとおりです。 

５． 当社は、第３項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人

情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理（以下「加入者

個人情報の安全管理」という）のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内

容とする契約を締結します。 

６． 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたとき

は、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態

に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場

合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知しま

す。 

(1) 人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

(2) 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 

(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

（加入者個人情報の共同利用） 

第２７条 当社は、前項第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、

その目的を達成するために、当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当

社の代理人と共同して利用します。 

２．当社は、第３条第１項第１号から第４号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなか

った場合、又は第２２条の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事

由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のう

ち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することが

あります。この場合において、当該情報の利用目的は、第３条第１項又は第２２条第１

項の要件に該当するか否かの判断に限ります。 

３．共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第１項の場合においては当社及び当

社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者

が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又

は名称は宣言書に定めます。 

 

（加入者個人情報の取扱いの委託） 

第２８条 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります。 

２．前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること

等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。 

３．当社は、第一項の委託先との間で、第２６条第５項の契約を締結するとともに、委託先

に対する必要かつ適切な監督を行います。 

４．前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託す

る場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。 

 

（安全管理措置） 

第２９条 当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管

理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対す

る監督、取扱いの管理その他の指針第１０条から第１５条までに定める措置をとります。 

 

（本人による開示の求め） 

第３０条 .本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、

本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。 

２．当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により（本人が他の

方法を希望する場合を除きます。以下同じとする）当該情報を開示します。ただし、開

示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示

しないことがあります。 

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

(2) 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 

(3) 他の法令に違反することとなる場合 

３．当社は、前項の規程に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、

本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。 

 

（本人による利用停止等の求め） 

第３１条 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確

保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる

求めを行うことができます。 

(1) 当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除 

(2) 加入者個人情報の利用の停止 

(3) 加入者個人情報の第三者への提供の停止 

２．当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。 

３．当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容（措置をとらない場合はその旨）

及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。 

 

（本人確認と代理人による求め） 

第３２条  当社は、第２６条第６項、第３０条第１項又は第３１条第１項の求めを受けたときは、求

めを行う者が本人又は事項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行

います。 

２．本人は、第２６条第６項、第３０条第１項又は第３１条第１項の求めを、代理人によっ

て行うことができます。 

 

（本人の求めに係る手数料） 

第３３条  当社は、第２６条第６項及び第３０条第１項の求めを受けた場合は、実費を勘案した合理

的な範囲内の手数料を請求する場合があります。 

２．前項の手数料は、当社から本人（加入者に限る）に対して、通知又は開示をした月の有

料放送料金と合わせて収納します。 

３．加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。 

 

（苦情処理） 

第３４条 当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。 

２．前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。 

 

 

（本人が行う求め及び苦情等の受付窓口） 

第３５条 当社は、第２６条第６項、第３０条第１項又は第３１条第１項に基づく求め、第３４条に

基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、

宣言書に掲載された窓口において受け付けます。 

 

（保存期間） 

第３６条 当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を第５条に定める契約期間

と定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規

定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。 

 

（加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置） 

第３７条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実

関係を本人に通知します。 

２．当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速

やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。 

３．前二項の規定は、通知又は公表することにより、第３０条第２項各号に該当する場合に

は、この限りではありません。 

 

（約款の改定） 

第３８条 この約款は、総務大臣に届け出て改定することがあります。その場合契約内容は改定後の

約款によることとします。 

 

（定めなき事項） 

第３９条 この約款に定めていない事項、あるいは疑議が生じた場合は、ひらたＣＡＴＶと加入者が

誠意をもって協議のうえ円満に解決にあたるものとします。 

 

（管轄裁判所） 

第４０条 加入契約により生じる一切の紛争等についてはひらたＣＡＴＶの本店の所在地を管轄する

裁判所を第一審の裁判所とします。 

 

 

付    則 

     (1) ひらたＣＡＴＶは特に必要があるときは、この規定に特約をつけることができるもの

とします。 

    (2) 一括加入、業務用等については別に定めます。 

    (3) この規約は、平成１７年 ３月２２日から実施します。 

    (4) この規約は、平成２６年 ４月 １日から実施します。 

    (5)  この規約は、平成３１年 ３月 １日から実施します。 

 



別 表 料 金 表（※下記金額に消費税は含まれています。）      令和 3年 10月 1日現在 

 

１．設置負担金 

項    目 金  額  

設 置 負 担 金  ５５，０００円  

 

２．利用料 

項    目 金  額  

基本利用料 
TVのみ 月払い    ２，４１０円  

TV及び告知放送 月払い    ２，６１９円  

多 チ ャ ン ネ ル 利 用 料 
月額／１台  １，６５０円 

２台  １，３２０円 
※月払いのみとなります。 

（有料放送利用料） 

スターチャンネル 

衛 星 劇 場 

グリーンチャンネル 

 

月額／１台   ２，５３０円 

月額／１台   １，９８０円 

月額／１台   １，１００円 

上記の多チャンネル利用

料とは別に有料放送利用

料が必要となります。 

 

３．工事料 

項    目 金  額  

宅 内 工 事 費 実費（加入者負担） 
加入者宅内状況により費

用が異なります。 

放送追加工事負担金 １８，７００円 
通信契約中であって放送

追加工事をする場合。 

通信追加工事負担金 １８，７００円 
放送契約中であって通信

追加工事をする場合。 

設置場所変更工事負担金 ４１，８００円 

引込み線の移動を伴う場

合。（特殊工事、宅内工事

を除く） 

 

４．諸手数料 

項    目 金  額  

延 滞 手 数 料 １１０円 １ヶ月につき 

名 義 変 更 手 数 料 ５，５００円 １件につき 

事 務 手 数 料  ３，３００円 １手続きにつき 

一 時 休 止 手 数 料 ３，３００円 １件につき 

再 開 手 数 料 ３，３００円 １件につき 

 

５．加入者個人情報を提供する第三者の一覧表 

  

金 融 機 関 他 

山陰合同銀行 

島根銀行 

島根中央信用組合 

いずも農業協同組合 

中国労働金庫 

JFしまね漁業共同組合 

郵便局 

引込・宅内工事業者 別紙認定電器店一覧を参照下さい 

 

 

 


